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(57)【要約】
【課題】通院が大きな苦痛と負担になる患者が当該患者
宅に居ながら病院で受ける検査又は診察と同程度の検査
又は診察を受けることができることを目的としたもので
ある。
【解決手段】患者宅（Ｂ）へウェアラブルコンピュータ
１０を装着した検査者（丙）が訪問して、患者（乙）の
血圧、脈拍、体温等を検出する。そして、検査者（丙）
は、ウェアラブルコンピュータ１０の携帯電話機能を利
用して、最寄の基地局４、携帯電話網５、及びＩＳＤＮ
電話網６を介して病院（Ａ）のコンピュータ２へ検出デ
ータを送信する。病院（Ａ）では、医師（甲）がコンピ
ュータ２により検出データに基づいて診察を行い、検査
者（丙）に適切な処置のアドバイスを行うとともに、処
方箋データを送信する。この処方箋データは、調剤薬局
（Ｃ）のコンピュータ３に送信されて、薬剤師（丁）の
手続により患者宅（Ｂ）に薬が宅配される。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】  人体に衣服のように身に着けて、操作し
使用できるウェアラブルコンピュータにおいて、
人体の血圧、脈拍、又は体温の少なくとも１つのデータ
を検出可能な検出手段を設けることを特徴とするウェア
ラブルコンピュータ。
【請求項２】  前記検出手段は、人体から血液を採取し
て検査するための血液検査機能を有することを特徴とす
る請求項１に記載のウェアラブルコンピュータ。
【請求項３】  請求項１又は２に記載のウェアラブルコ
ンピュータであって、更に、他のコンピュータとデータ
通信が可能な通信手段を設けることを特徴とするウェア
ラブルコンピュータ。
【請求項４】  前記通信手段は、携帯電話機のデータ伝
送機能によりデータ通信が可能であることを特徴とする
請求項３に記載のウェアラブルコンピュータ。
【請求項５】  請求項１乃至４のいずれか一項に記載の
ウェアラブルコンピュータで読み取られることによっ
て、当該ウェアラブルコンピュータに各種処理を実行さ
せるためのウェアラブルコンピュータ用プログラムであ
って、前記ウェアラブルコンピュータのディスプレイ
に、患者の容体に関する質問事項、前記患者への処置を
指導する情報、前記患者に対する処方箋の情報、又は前
記患者への診察マニュアルの情報のうちの少なくとも１
つを表示させるための表示機能を有することを特徴とす
るウェアラブルコンピュータ用プログラム。
【請求項６】  請求項１乃至４のいずれか一項に記載の
ウェアラブルコンピュータと、
前記ウェアラブルコンピュータと通信ネットワークを利
用して相互通信可能な他のコンピュータと、
を備えたことを特徴とするウェアラブルコンピュータを
利用した医療診断システム。
【請求項７】  前記他のコンピュータのハードディスク
には、患者カルテのデータを管理するためのデータベー
スが構築されていることを特徴とする請求項６に記載の
ウェアラブルコンピュータを利用した医療診断システ
ム。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】本発明は、人体に衣服のよう
に身に着けて、操作し使用できるウェアラブルコンピュ
ータを医用分野で利用した場合の発明に関する。
【０００２】
【従来の技術】従来、病気又は怪我をした患者は通院を
行うか、或いは医師が患者宅まで出向いて問診すること
により、病気又は怪我の治療を行っていた。
【０００３】
【発明が解決しようとする課題】しかしながら、介護の
必要な高齢者、身体障害者、重症患者などにとって、通
院は大きな苦痛と負担を伴っていた。また、医師が患者
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宅まで出向いて問診する場合もあるが、距離、時間等の
様々な制約によって満足の行くレベルでの訪問回数の確
保は難しい状況にあった。
【０００４】そこで、本発明は上述した事情を鑑みてな
されたものであり、通院が大きな苦痛と負担になる患者
が当該患者宅に居ながら病院で受ける検査又は診察と同
程度の検査又は診察を受けることができることを目的と
したものである。
【０００５】
【課題を解決するための手段】本発明の請求項１に係る
発明は、人体に衣服のように身に着けて、操作し使用で
きるウェアラブルコンピュータにおいて、人体の血圧、
脈拍、又は体温の少なくとも１つのデータを検出可能な
検出手段を設けることを特徴とするウェアラブルコンピ
ュータである。
【０００６】また、請求項２に係る発明は、前記検出手
段は、人体から血液を採取して検査するための血液検査
機能を有することを特徴とする請求項１に記載のウェア
ラブルコンピュータである。
【０００７】また、請求項３に係る発明は、請求項１又
は２に記載のウェアラブルコンピュータであって、更
に、他のコンピュータとデータ通信が可能な通信手段を
設けることを特徴とするウェアラブルコンピュータであ
る。
【０００８】また、請求項４に係る発明は、前記通信手
段は、携帯電話機のデータ伝送機能によりデータ通信が
可能であることを特徴とする請求項３に記載のウェアラ
ブルコンピュータである。
【０００９】また、請求項５係る発明は、請求項１乃至
４のいずれか一項に記載のウェアラブルコンピュータで
読み取られることによって、当該ウェアラブルコンピュ
ータに各種処理を実行させるためのウェアラブルコンピ
ュータ用プログラムであって、前記ウェアラブルコンピ
ュータのディスプレイに、患者の容体に関する質問事
項、前記患者への処置を指導する情報、前記患者に対す
る処方箋の情報、又は前記患者への診察マニュアルの情
報のうちの少なくとも１つを表示させるための表示機能
を有することを特徴とするウェアラブルコンピュータ用
プログラムである。
【００１０】ここで、「プログラム」とは、コンピュー
タによる処理に適した命令の順番付けられた列からなる
ものをいい、コンピュータのＨＤＤ、ＣＤ－ＲＷ等にイ
ンストールされているものや、ＣＤ－ＲＯＭ、ＤＶＤ、
ＦＤ、コンピュータのＨＤＤ等の各種記録媒体に記録さ
れているものも含まれる。
【００１１】また、請求項６に係る発明は、請求項１乃
至４のいずれか一項に記載のウェアラブルコンピュータ
と、前記ウェアラブルコンピュータと通信ネットワーク
を利用して相互通信可能な他のコンピュータと、を備え
たことを特徴とするウェアラブルコンピュータを利用し
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た医療診断システムである。
【００１２】また、請求項７に係る発明は、前記他のコ
ンピュータのハードディスクには、患者カルテのデータ
を管理するためのデータベースが構築されていることを
特徴とする請求項６に記載のウェアラブルコンピュータ
を利用した医療診断システムである。
【００１３】
【発明の実施の形態】図１は、本発明の一実施形態に係
る医療診察システム１の全体構成を示している。この医
療診察システム１は、病院（Ａ）に設置され、遠隔診察
を行うためのコンピュータ２と、患者宅（Ｂ）の患者
（乙）を訪問して患者（乙）の容体を検査する検査者
（丙）が装着するウェアラブルコンピュータ１０から成
る。即ち、医療診断システム１は、ウェアラブルコンピ
ュータ１０を利用した医療診断システムである。
【００１４】また、ウェアラブルコンピュータ１０は、
最寄の基地局（ここでは、基地局４）を介して携帯電話
網５及びＩＳＤＮ（Ｉｎｔｅｇｒａｔｅｄ  Ｓｅｒｖｉ
ｃｅｓ  Ｄｉｇｉｔａｌ  Ｎｅｔｗｏｒｋ）電話網６と
接続可能となっており、病院（Ａ）のコンピュータ２と
相互通信が可能である。
【００１５】また、医療診断システム１を拡張すること
により、調剤薬局（Ｂ）に設置されたコンピュータ３を
含めることができる。このコンピュータ３は、病院
（Ａ）のコンピュータ２とＩＳＤＮ電話網６を利用して
相互通信が可能となっているとともに、ＩＳＤＮ電話網
６、携帯電話網５及び基地局４を利用してウェアラブル
コンピュータ１０と相互通信が可能となっている。尚、
コンピュータ３は、処方箋データ（ｓｄ）の管理等を行
うものであり、薬剤師（丁）等が使用する。
【００１６】図２は、コンピュータ２、３の要部構成を
示している。このコンピュータ２、３は、各種データを
一時的に記憶するエリアを形成するメモリ（メインメモ
リ）１１、上記ＩＳＤＮ電話網６とのデータ伝送を制御
する通信インタフェース１２、各種データの書込み及び
読出しを行うＨＤＤ（Ｈａｒｄ  Ｄｉｓｋ  Ｄｒｉｖ
ｅ）１３、モニタ１４、入力部１５、出力部１６、及び
上記各部１１～１６の動作を制御するためのＣＰＵ（Ｃ
ｅｎｔｒａｌ  Ｐｒｏｃｅｓｓｉｎｇ  Ｕｎｉｔ）から
なる制御部１７により構成されている。また、ＨＤＤ１
３のＨＤ（ハードディスク）には、各患者のカルテデー
タを記録及び管理する患者カルテＤＢ（データ・ベー
ス）４１が構築されている。更に、上記ＨＤＤ１３のＨ
Ｄには、後述の処理（ステップ）を実行するためのプロ
グラムがインストールされている。
【００１７】ここで、図２に示すモニタ１４、入力部１
５及び出力部１６に関し、図３に示す使用イメージ図を
参照しながら更に詳細に説明する。
【００１８】モニタ１４は、ＣＲＴ（Ｃａｔｈｏｄｅ－
ｒａｙ  Ｔｕｂｅ：ブラウン管）やＬＣＤ（Ｌｉｑｕｉ
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ｄ  Ｃｒｙｓｔａｌ  Ｄｉｓｐｌａｙ：液晶ディスプレ
イ）などである。医師（甲）はヘッドホン３１を装着し
てコンピュータ２を操作する。
【００１９】ヘッドホン３１には、入力部１５としての
マイク３２と出力部１６としてのスピーカ３３が設けら
れている。また、入力部１５には、コンピュータ２のキ
ーボード３４も含まれる。
【００２０】図４は、ウェアラブルコンピュータ１０の
要部構成を示している。このウェアラブルコンピュータ
１０は、装着型呈示部２１、映像情報入力部２２、音情
報入力部２３、視線入力部２４から成るＨＭＤ（Ｈｅａ
ｄ  Ｍｏｕｎｔ  Ｄｉｓｐｌａｙ）７と、記録部２５、
再生部２６、送受信部２７、操作入力部２８から成るウ
ェアラブルコンピュータ本体（以下、「本体」という）
８と、検出装置９により構成されている。また、各部２
１～２８は、本体８２内に設けられたＣＰＵからなる制
御部２９により動作制御されている。また、上記記録部
２５には、後述の処理（ステップ）を実行するためのプ
ログラムがインストールされている。尚、ＨＭＤ７は、
ＦＭＤ（Ｆａｃｅ  Ｍｏｕｎｔ  Ｄｉｓｐｌａｙ）とい
う場合もある。
【００２１】ここで、図３に示すＨＭＤ７、本体８、検
出装置９及び各部２１～２９に関し、図５に示す使用イ
メージ図を参照しながら更に詳細に説明する。
【００２２】ＨＭＤ７は、図５に示すように、検査者
（丙）の頭部に装着することが可能である。このＨＭＤ
７の装着型呈示部２１は、検査者（丙）がＨＭＤ７を装
着すると検査者（丙）の視界を遮るように設けられ、文
字や地図或いは映像などの視覚情報を表示するためのデ
ィスプレイ３５と、図示していないスピーカから構成さ
れている。尚、上記スピーカは、ＨＭＤ７の内側部分に
設けられており、検査者（丙）がＨＭＤ７を装着する
と、検査者（乙）の耳付近に位置することになる。
【００２３】また、図４に示すＨＭＤ７の映像情報入力
部２２は、患者（乙）の表情や外界の映像情報の入力を
行うものである。この映像情報入力部２２は、図５に示
すように、ＨＭＤ７のフレーム３６に設けられたＣＣＤ
などの小型カメラ３７である。この小型カメラ３７によ
って、静止画又は動画の撮影が可能である。但し、動画
の場合には、検査の対象となる動画像を保存しておくた
めに容量の大きなフレームメモリが必要となる。しか
し、大きなフレームメモリをもつことは消費電力の増大
につながるため、消費電力を低減させるべく、動画のほ
かに１０秒に１枚の速度で撮像した静止画を用いること
も可能である。
【００２４】更に、図４に示すＨＭＤ７の音情報入力部
２３は、患者（乙）及び検査者（丙）の音声、並びに外
界の音情報の入力を行うものである。この音情報入力部
２３は、図５に示すように、ヘッドセット用マイク３８
である。
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【００２５】また更に、図４に示すＨＭＤ７の視線入力
部２４は、検査者（丙）の視線を検出して、ハンドフリ
ー状態で入力を行うものである。この視線入力部２４
は、図５に示すディスプレイ３５に設けられ、例えば、
特開平１－２７４７３６号公報に掲載されているよう
に、検査者（丙）の視線を検出して、検査者（丙）の入
力意思を自動的に判断する機能を有している。
【００２６】次に、本体８は、図４に示すように、検査
者（丙）の腹部に装着することが可能である。図４に示
す本体８の記録部２５は、上記装着型呈示部２１で呈示
する文字や地図或いは映像などの視覚情報や、音楽や音
声などの聴覚情報を格納している記録媒体（例えば、Ｄ
ＶＤやＣＤ－ＲＯＭのように映像や音楽などの記憶媒
体）を挿入するためのものである。更に、記録部２５に
は、検査者（丙）が医師又は看護婦の場合に、患者
（乙）を診察する際に参考にするための診察マニュアル
のデータを記録及び管理する診察マニュアルＤＢ４２
と、複数種類の医薬品のデータを記録及び管理する医薬
品ＤＢ４３と、患者（乙）の病歴のデータを記録及び管
理する病歴ＤＢ４４が構築されている。更に、記録部２
５には、調剤薬局（Ｃ）に関するデータ（住所、電話番
号、ｅメールアドレス等）を記録及び管理する調剤薬局
ＤＢ４５が構築されている。また、再生部２６は、記憶
部２５にセットされた記録媒体から情報（又はデータ）
を再生するためのものである。
【００２７】更に、本体８の送受信部２７は、データの
送受信が可能な携帯電話機と同じ機能を有している。
尚、携帯電話機に限らず、データの送受信が可能なＰＨ
Ｓ（Ｐｅｒｓｏｎａｌ  Ｈａｎｄｙ－ｐｈｏｎｅ  Ｓｙ
ｓｔｅｍ）電話機と同じ機能を有していてもよい。
【００２８】また、図４に示す本体８の操作入力部２８
は、検査者（丙）が自ら操作して入力を行うためのもの
である。この操作入力部２８は、図５に示すように本体
８の下部に設けられており、複数の操作用ボタン３９に
より構成されている。
【００２９】次に、図４に示す検出装置９は、患者
（乙）の血圧、脈拍又は体温を検出したり、血液を採取
して検査するためのものである。そのため、検出装置９
には、血圧を検出する血圧センサ、脈拍を検出する脈拍
センサ、及び体温を測定する体温センサ、並びに、血液
を採取して検査する血液検査装置で構成されている。こ
の検出装置９は、図４に示すように、検査者（丙）が手
に持って患者（乙）の所定部分に接触等させることによ
り、血圧、脈拍又は体温を検出したり、血液を採取及び
検査することができる。また、ＨＭＤ７及び検出装置９
は、図３及び図４に示すように、本体８とそれぞれ接続
ケーブル１８、１９によって電気的に接続されている。
【００３０】続いて、本実施形態に係る医療診察システ
ム１の動作及び処理について、図６乃至図１０を用いて
説明する。図６は、本システム１における各動作又は処
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理を示したフロー図である。また、図７は、病院（Ａ）
のコンピュータ２のモニタ１４に表示される画面を示し
た図である。図８乃至図１０は、図５に示すＨＭＤ７の
ディスプレイ３５に表示される画面を示した図である。
尚、以下では、検査者（丙）が医師又は看護婦でない場
合について説明する。
【００３１】まず、検査者（丙）が患者宅（Ｂ）に訪問
して、患者（乙）の映像のキャプチャを行う（ステップ
Ｓ１）。この患者（乙）の映像は、検査者（丙）が、図
５に示すＨＭＤ７の小型カメラ３４により撮影した映像
である。また、検査者（丙）は、患者（乙）に対して各
種の検査を行い、バイタル（ｖｉｔａｌ）情報を取得す
る（ステップＳ２）。例えば、図５に示す検出装置９に
よって患者（乙）の血圧、脈拍又は体温を検出すること
により、バイタル情報を取得することができる。尚、検
出者（丙）が医師や看護婦の場合には、血液を採取して
血液検査を行うこともできる。
【００３２】次に、ウェアラブルコンピュータ１０で
は、送受信部２７から病院（Ａ）のコンピュータ２に、
上記ステップＳ１で得た患者（乙）の映像と、上記ステ
ップＳ２で得たバイタル情報を送信する（ステップＳ
３）。この送信方法は携帯電話機のデータ伝送方法と同
じである。即ち、図１に示すように、ウェアラブルコン
ピュータ１０（送受信部２７）から最寄の基地局４、携
帯電話網５及びＩＳＤＮ電話網６を利用して病院（Ａ）
のコンピュータ２に患者（甲）の映像とバイタル情報を
送信する。
【００３３】次に、病院（Ａ）のコンピュータ２では、
制御部１７により、ＨＤＤ１３の患者カルテＤＢ４１に
記録されている患者カルテのデータに基づいて、上記受
信したバイタル情報の分析を行う（ステップＳ４）。こ
の分析結果は、制御部１７により、図７に示すような
〔患者の容体、バイタル情報〕画面５０としてモニタ１
４に表示される。この〔患者の容体、バイタル情報〕画
面５０には、画面上部に患者名５１、画面左部に患者
（乙）の映像５２、画面右上部にバイタル情報５４、画
面右下部に過去の診察履歴５４が表示されている。そこ
で、医師（甲）が、〔患者の容体、バイタル情報〕画面
５０を見ながら、コンピュータ２とウェアラブルコンピ
ュータ１０との間で、文字データ、音声データ及び画像
データを送受信することによりリアルタイムの問診を行
う（ステップＳ５）。具体的には、図３に示すように、
医師（甲）が頭部にヘッドホン３１を装着して、モニタ
１４に表示された〔患者の容体、バイタル情報〕画面５
０を見ながら、マイク３２又はキーボード３４を使用し
て検査者（丙）へ質問等を行うことにより、リアルタイ
ムで問診を行うことができる。
【００３４】ここで、上記検査者（丙）への質問は、図
８に示すように、検査者（丙）が装着しているＨＭＤ７
のディスプレイ３５に〔容体質問〕画面６０を表示させ
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7
ることにより行う。この〔容体質問〕画面６０には、画
面上部に患者名６１、画面左部にコンピュータ２へ送信
した患者（乙）の映像５２と同じ映像６２、画面右部に
複数の質問事項６３が表示されている。これにより、検
査者（丙）は、質問事項６３を参考にしながら、患者
（乙）に質問したり、患者（乙）の容体を把握し、ウェ
アラブルコンピュータ１０を使用して病院（Ａ）の医師
（甲）へ回答する（ステップＳ６）。具体的には、図５
に示すマイク３８による音声入力、操作用ボタン３９に
よる操作入力、又は図４に示す視線入力部２４による視
線入力等により質問事項に回答する。
【００３５】次に、病院（Ａ）では、医師（甲）が送ら
れて来た回答、及び上記バイタル情報並びに患者（乙）
の容体の映像に基づいて、病状の判断を行う（ステップ
Ｓ７）。そして、医師（甲）は、コンピュータ２を使用
して、検査者（丙）に具体的な処理を指導するとともに
（ステップＳ８）、処方箋を作成して処方箋データ（ｓ
ｄ）を送信する（ステップＳ９）。具体的には、図３に
示すように、医師（甲）が頭部にヘッドホン３１を装着
して、検査者（丙）からの回答を参考にしながら、マイ
ク３２又はキーボード３４を使用して検査者（丙）へ処
置指導をしたり、処方箋データ（ｓｄ）を送信する。こ
れにより、検査者（丙）が装着しているＨＭＤ７のディ
スプレイ３５には、図９に示す〔処置指導、処方箋〕画
面７０が表示される。この〔処置指導、処方箋〕画面７
０には、画面上部に患者名７１、画面左部にコンピュー
タ２へ送信した患者（乙）の映像５２と同じ映像７２、
画面右上部に具体的な処置を示した処置指導７３、及び
画面右下部に処方箋の情報７４が表示されている。
【００３６】次に、検査者（丙）は、ディスプレイ３５
に表示された処置指導７３に基づいて処置を行うととも
に、記録部２５の調剤薬局ＤＢから近隣又は予め患者
（乙）が指定した調剤薬局（Ｃ）を検索し、ウェアラブ
ルコンピュータ２から調剤薬局（Ｃ）のコンピュータ３
へ処方箋データ（ｓｄ）を送信する（ステップＳ１
０）。具体的には、図５に示すマイク３８による音声入
力、操作用ボタン３９による操作入力、又は図４に示す
視線入力部２４による視線入力等により調剤薬局（Ｃ）
を検出し、ウェアラブルコンピュータ２（送受信部２
７）から、基地局４、携帯電話網５及びＩＳＤＮ電話網
６を利用して、処方箋データ（ｓｄ）をコンピュータ３
へ送信する。
【００３７】次に、調剤薬局（Ｃ）では、検査者（丙）
から送られてきた処方箋データをプリントアウトする
（ステップＳ１１）。そして、この処方箋に基づいて調
剤又は薬の選択を行い、薬を患者宅（Ｂ）へ宅配する
（ステップＳ１２）。尚、患者（乙）又は検査者（丙）
が、調剤薬局（Ｃ）へ薬を取りに行ってもよい。
【００３８】以上説明したように、本実施形態に係る医
療診察システム１によれば、ウェアラブルコンピュータ

8
１０に、人体の血圧、脈拍、又は体温等のデータを検出
可能な検出装置９を設けることにより、医師又は看護婦
ではない検査者（丙）であっても医師又は看護婦と同等
の検査ができるため、通院が大きな苦痛と負担になる患
者（乙）は、患者宅（Ｂ）に居ながら病院（Ａ）で医師
（甲）により受ける検査と同程度の検査を受けることが
可能である。
【００３９】また、ウェアラブルコンピュータ１０から
携帯電話機能を利用して、患者（乙）の映像と検査デー
タを病院（Ａ）のコンピュータ２に送信し、医師（甲）
の指示に従って処置を行うことにより、患者（乙）は、
患者宅（Ｂ）に居ながら病院（Ａ）で医師（甲）により
受ける診察と同程度の診察を受けることが可能である。
【００４０】尚、上記実施形態では、検査者（丙）が医
師又は看護婦でない場合について説明したが、医師又は
看護婦であってもよい。この場合には、図６に示すステ
ップＳ６において、検査者（丙）は簡易診察を行う。具
体的には、記録部２５の診察マニュアルＤＢ４２、医薬
品ＤＢ４３、及び病歴ＤＢ４４からそれぞれ所望のデー
タを読み出して、図１０に示す〔診察マニュアル〕画面
８０をディスプレイ３５に表示させる。この〔診察マニ
ュアル〕画面８０には、画面上部に患者名８１、画面左
下部にインデックス表示欄８２、画面中央下部に診察方
法表示欄８３、及び画面右下部に投与薬剤表示欄８４が
表示されている。
【００４１】そこで、検査者（丙）がインデックス８２
のポインタ８５を移動させて、診察する部位名及び病名
を選択すると、診察方法表示欄８３に診察方法が表示さ
れるとともに、診察で利用する病状・病例の写真８６が
表示される。これにより、検査者（丙）は、患者（乙）
の実際の患部（部位）と写真８６を見比べることによ
り、正確な診察を行うことができる。また、上記インデ
ックス表示欄８２での部位名及び病名の選択により、投
与薬剤表示欄８４に具体的な投与薬剤も表示される。こ
の投与薬剤表示欄８４には、検査者（丙）が処方箋を作
成する場合に参考になる薬の効能、用法、分量、副作用
等が表示されている。尚、上記〔診察マニュアル〕画面
８０の表示は、制御部２９の画像表示制御により行われ
る。また、上記インデックス表示欄８２での部位名及び
病名の選択は、図５に示すマイク３８による音声入力、
操作用ボタン３９による操作入力、又は図４に示す視線
入力部２４による視線入力等により行われる。
【００４２】このように、ディスプレイ３５に診察マニ
ュアルを表示することにより、検査者（丙）が医師や看
護婦であっても、診察を補助する情報を与えることによ
り、更に的確な診察を行うことができる。特に、検査者
（丙）である医師や看護婦が新人で不慣れな場合には有
効である。
【００４３】また、上記実施形態では、ステップＳ９に
おいて作成した処方箋のデータをウェアラブルコンピュ
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ータ１０に送信することとしたが、これに限るものでは
なく、直接調剤薬局（Ｃ）のコンピュータ３に送信する
ようにしてもよい。
【００４４】
【発明の効果】以上説明したように、請求項１に記載の
ウェアラブルコンピュータによれば、人体の血圧、脈
拍、又は体温の少なくとも１つのデータを検出可能な検
出手段を設けることにより、通院が大きな苦痛と負担に
なる患者は、当該患者宅に居ながら病院で受ける検査と
同程度の検査を受けることが可能である。
【００４５】特に、請求項３に記載のウェアラブルコン
ピュータによれば、通信手段によって前記検出手段によ
って検出したデータを他のコンピュータに送信すること
ができ、医師又は看護婦が遠隔から患者の診察をするこ
とができるため、通院が大きな苦痛と負担になる患者
は、当該患者宅に居ながら病院で受ける診察と同程度の
診察を受けることが可能である。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明の一実施形態に係る医療診察システム１
の全体構成を示した図。
【図２】コンピュータ２、３の要部構成を示した図。
【図３】コンピュータ２の使用イメージ図。

10
【図４】ウェアラブルコンピュータ１０の要部構成を示
した図。
【図５】ウェアラブルコンピュータ１０の使用イメージ
図。
【図６】医療診察システム１における各動作又は処理を
示したフロー図。
【図７】病院（Ａ）のコンピュータ２のモニタ１４に表
示される画面を示した図。
【図８】ＨＭＤ７のディスプレイ３５に表示される画面
を示した図。
【図９】ＨＭＤ７のディスプレイ３５に表示される画面
を示した図。
【図１０】ＨＭＤ７のディスプレイ３５に表示される画
面を示した図。
【符号の説明】
１  医療診察システム
２  コンピュータ
３  コンピュータ
４  基地局（通信ネットワークの一部）
５  携帯電話網（通信ネットワークの一部）
６  ＩＳＤＮ電話網（通信ネットワークの一部）
１０  ウェアラブルコンピュータ

【図１】 【図５】
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